
成田国際空港への着陸便の飛行高度変更に関する確認書 

 
 成田国際空港を利用する航空機の千葉県上空の飛行高度は、昭和

48 年の知事･大臣合意に基づき、離着陸時を除き 6,000 フィート以上を

基本とすることとされている。 

 平成 21 年 12 月に国土交通省から千葉県並びに銚子市、旭市及び

東庄町（以下「関係市町」という。）に対し、北風時に鹿島灘方面から到

着する便について、関係市町の上空を現在 6,000 フィート以上で飛行し

ており、高度が高いことから着陸のための降下距離を確保するため、

陸域を抜けた後、九十九里沖を迂回する運用をしていることから、混雑

時には空中待機や迂回が発生しているので、到着便の飛行高度を変

更することにより、これを改善したい旨の要請があった。 

千葉県及び関係市町は、今回の要請について、首都圏の国際拠点

空港である成田国際空港の機能を確保するため、変更の必要性を理

解し、国土交通省及び空港管理者である成田国際空港株式会社にお

いては、これによって地域の環境に問題が生ずる場合は適切に対応す

ることとなった。 

このことを踏まえ、国土交通省、千葉県、関係市町及び成田国際空

港株式会社（以下「関係機関」という。）は、以下のとおり確認する。 

 
記 

 

１ 北風時に鹿島灘方面から飛来し、空港南側から着陸する航空機に

ついて、混雑等によって航空管制上必要な場合に限り、関係市町上

空の飛行高度を 6,000 フィート以下（5,000 フィート～4,000 フィート）と

することができるものとする。（別図参照） 

 

２ 国土交通省は、今回の変更が昭和 48 年の知事・大臣合意の例外

的措置であることを十分認識して運用するものとする。また、関係機

関は、今後、本高度変更に関する周知に努めるものとする。 

 

３ 国土交通省及び成田国際空港株式会社は、飛行コース変更の前

後に騒音実態調査を行い、調査結果を報告・説明するとともに、騒



音値・飛行コースなどについて、より分かりやすい方法で公表するこ

ととする。 

 

４ 国土交通省及び成田国際空港株式会社は、今後の航空機や管制

の技術の進展を踏まえ、関係市町における騒音負担の軽減が図ら

れるよう努めるものとする。 

 

５ 確認書の履行に伴い必要となる事項については、関係機関が適宜

協議する。 
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